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　杜会資本の事業主体と資金調達の問題を考察するうえで，港湾施設，保育所

についで義務教育施設をとりあげよう。それは，国費と地方費の経費負担区分

論において，義務教育の問題が格別に重要な位置にあるからである。というの

は，わが国の行財政制度における機関委任事務と補助金の制度は，実に義務教

育費用の負担関係を中心に発展してきたのであり，そこに，公共性についての

評価と経費負担の地方財政に及ぼす影響という2要因が国と地方自治体間の事

務配分と財源配分のあり方を決定していく基本的なしくみが存在してきたとい

えるからである。

　この項目では，沿革から入り，つぎに現在の制度とその検討をおこなおう。
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　（1）行政責任と負担区分の沿革

　明治5（1872）年，政府は，わが国の近代化のための体制づくりの主柱の1

つに教育を位置つけ，学制を発布したが，その教育制度の基礎となる小学校の

教育費用は，建設費負担も経常費負担も区の責任とされた。明治13年，これら

の責任は町村に移される。

　明治27年に市制町村制が施行されるが，その準備過程で，21年2月，各府県知

事総代東京府知事高崎五六の名をもって内務大臣に提出された「市制町村制御

制定二付建議」において，小学校令を改正し，小学校の設置推持は町村の責任た

ることを明らかにし，校舎および附属の器具。物品は町村の所有財産とし，以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
て小学校維持法の根本を確立せられたきことが要望される。明治22年5月，文

部。内務両大臣は，小学校の設置維持の責任が市町村にあることを明定した訓

令をだし，その中で，小学校費用について，経常費および創業㌧建設費は市町

村の支弁，授業料，寄附金は市町村収入としてこれで経常費を賄うべきことを
　　　　（2）
定めている。そして，市制町村制理由書の中で，r其事業ハ全国ノ公益ノ為メ

ニスルモノアリ，或ハー市町村局部ノ公益ヨリ生ズルモノアリ．，其全国ノ公益

二出ズルモノハ，軍事，警察，教育等ノ類ニシテ1是皆別二規定ス可キモノト

ス」と位置づけ，教育事業は「全国ノ公益」のための国政事務であり，市町村

はこれを委任事務として行なうこととされ・詳細は・明牢23年10月の新地方学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
事通則に規定されて新小学校令として公布された。これにより，小学校の建設

費，緯持費，人件費，その他諸費などほとんど全費用が市町村（またぽ学区）

の負担となって市町村財政を強く圧追し一た。

　明治29年，小学校教員の確保，勤続奨励のために市町村立小学校教員年功加

俸国庫補助法が制定され，国庫補助の道がひらかれた。その後，32年，日清戦

争の償金をもとに教育基金特別会計が発足され，教員人件費と建設，設備資金

が融通された。33年には，」市町村立小学校教育費国庫補助法が実施きれ，小学

校教員の加俸がおこなわれる。この年，小学校令が改正され，尋常小学校の義

務教育年限を4年とし，授業料は徴収しないことを定めた。さらに，40年に義

務教育年隈を6年とする小学校令の改正をおこない，同隼勅令をもって道府県
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が国庫補助額と同額の補助をおこなって教員加俸と教員1主宅費に充当すること

にした。

　その後，重要な意義をもつものとして，国と市町村が義務教育費を分担しあ

う立前を制度化した大正7（1918）年の市町村義務教育費国庫負担法の制定が

ある。これは，．教員の待遇改善による小学教育の改善と，地方財政の救済と1主

民負担の軽減を目的とした　般的な国庫支出金の制度化であった。次第に市町

村財政の救済という性格が強くなり，負担金の増額がおこなわれ亡いく。

　昭和15年には，地方税財政制度の全面的な改革がおこなわれ，地方財政調整

制度として地方分与税制度が創設されるとともに，国庫補助負担金制度が一律

方式に改められた。この改革のなかで義務教育費国庫負担法が制定されて，教

員俸給の負担責任はそれまでの市町村から府県に移され，その実支出額の2分

の1が国庫負担とされた。今日の義務教育職員給与の都道府県支弁という方式

は，この改革からはじまったものである。

　このように，義務教育費の国庫負担は，市町村財政の窮乏を救済する目的を

かかげて戦前に拡充がなされていくが，それは地方白治の拡充のためではな

く，義務教育のもつ国家的な公益性からであり，とくに軍事的色彩の濃いもの

であった。

　戦後，一連の民主化過程のなかで，昭和22年に教育基本法と学校教育法が制

定されて，教育行政の民主化と地方分権化がはかられていく。翌23年に地方財

政法が制定されていくが，この中で，国費と地方費の負担区分の基本原則が確

立する。義務教育費については，義務教育職員費は国と地方自治体相互の利害

に関係する事務に区分して，国と地方の負担とするとともに，六。三制にとも

なう施設建設費も当分の間は国と地方の双方で負担することとされた。その補

助率は，中学校建設費の2分の1，都道府県が支出する教職員費の2分の1を

国の定める定員，定額で計算することとされた。

　シャウプ勧告は，目本において財政上の地方自治を実現するための基本方針

を提示するが，その中で，過度に中央統制をもたらしてきた国庫補助金を整理

し，地方独立税源の強化と一般平衡交付金による地方財源の強化案をだし，教
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員給与もこれによる方式を提案した。そして，昭和25年に，義務教育費国庫負

担金が平衡交付金に組み込まれるなど，教育関係補助金の整理がすすめられ

た。しかし，すぐに義務教育費の国庫補助金化がはかられ，27年8月に義務教

育費国庫負担法が成立し，公立義務教育諸学校の教職員給与費の都遺府県実支

出額の2分の1を国庫負担にするよう改正され，今日に至っている。

　（2）現行制度　　行政責任と財政責任

　現在，小中学校の設置は市町村の義務となっている。これは，市町村がやっ

てもやらなくてもよいような任意の事務ではなく，法律によって義務づけられ

ているのである。設置主体を市町村とした理由は，「義務教育施設は行政部門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
の中で最も基本的なものであり，住民と密接な関係をもつものであること」だ

とされている。しかし，理由はそれだけではない。沿革でみたように，義務教

育は，その成立遇程において国政事務として位置づけられていたのであるが，

委任事務として市町村の責任とされてきた。そこにあるのは，国庫の財政的理

由からする地方団体への負担転嫁の論理である。また，戦後，シャウプ財政か

ら補助金行政に逆行していくのには，義務教育にたいする国家の利害を国庫補

助金で担保しつつ市町村責任で画一的な行政を確保しようとする考え方があっ

たことは否めない。

　公立義務教育施設の整備財源はつぎのようになっている。例を小学校校舎に

とろう。

　設置基準は，通学距離はおおむね4肋以内で，1学校あたり12～18学級とし，

1学級あたり児童数はr公立義務教育諮学校の学級編制及ぴ教職員定数の標準

に関する法葎」　（以下「標準法」）がその標準を示し，これに基づいて都遺府

県教育委員会が基準を定め，市町村が具体的な学級編制をおこなうことになっ

ている。この学級編制は，補助金，地方債，地方父付税のすべてにわたり国の

財源措置の水準を規定するとともに，教職員数をも決めるものであるから，そ

の財政的影響は極めて大きい。「標準法」は，昭和33（1958）年に制定されて

以来，これまで4次にわたる改善計画を実施し，今年度から「第5次学級編制
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　　　　　　　　　　（5）
及ぴ教職員定数改善計画」がスタートした。

　小学校の教室の不足を解消するための新1増1改築事業費（買収その他これ

に準ずる方法によるものを含む）にたいし，公立学校施設整備費補助金が国庫

より支出される。この教室不足数の算定の基礎には「標準法」の標準学級数が

用いられ，当該学校の標準学級数から教室数と面積が計算される。そして，国

庫補助金額＝補助単価×資格面積×補助率×1．01の算式で補助金額が算定され

るわけであるが、資格面積は，基本的には標準学級数から割りだした必要面積

と保有面積との関係で決められる。また，補助単価は地域差に5段階をつけ

た，国で決められた単価が用いられる。補助率は，新・増築，改築，統合，公

害防止，災害劇日で異なるが，校舎の新増築の場合をみると，％を原則に，離

島％，特別豪雪地帯の分校％，沖縄％O，児童急増団体％となっている。係数

1．01のうちO．01分は建設事務費分である。なお，児童急増団体以外は，校舎用

地の買収経費は補助対象とならない。

　小学校校舎の新増改築費とその用地取得造成費には義務教育施設整備事業債

がつけられる・この起債額は，校舎の場合，　（国庫補助基本額一特定財源）×

0．95であり，用地費として，　（査定事業費一特定財源）×O．90（児童急増団体

の場合はO．95となる）の起債額が許可されている。ここにいら国庫補助基本額

とは，補助金算定に用いる補助単価×資格面積である。

　また，地方父付税制度によっても財源措置されていて，学級数を測定単位と

する小学校費（投資）の基準財政需要に事業費補正の算入がある。

　以上が，小学校校舎にたいする国の財源措置である。中学校校舎，小申学校

屋内運動場，寄宿舎，へき地集会室，通学バス（ボート）。ジープ，学校給食施

設，フ㌧ル，学校柔剣場および学校相撲場の整備にたいしても補助金，地方債

ないし一部は地方父付税の財源措置がある。各々についての措置規準は，小学

校校舎と同一ではないが，ここでは詳細は省く。

　一方，義務教育施設に関する経常的経費は教職員の人件費がその中心であ

る。市町村立小1中学校教職員の任命権者も給与負担者も都道府県である。た

だし，給与費等の2分の1が国庫負担であるため，原則的には給与費等の市町
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村負担はないことになっている。

　（3）国費と地方費の負担配分上の問題点

　義務教育は，その公共性の芦さから公軍負担ζされ，利用者負担を課さない

原則が確立してきた。

　ここにいう公共性には，相対立する2つの言平価が絡まっている・

　1つは，国民の権利尿障の立場からである。現行憲法に明記されているよう

に，個人の尊重（第13条），法の下の平等（第14条）から，「すべて国民は，

法律の定めるところにより，その能力に応じて，ひとしく教育を受ける権利を

有する」（第26条第1項）のであり，これは，生存権く第23条）の1部をなす

ものである。教育を受ける権利の要求は，労働者階級をはじめとする勤労者層

の子弟教育の要求としてこれに対する公的な保障が確得されてきた。それは，

地方財政の貧富の差によって権利保障に格差を生まないように，国による財源

保障を引きだす1要因となってきた。

　もう1つはヲわが国の沿革からも明らかなように，義務教育の公共性は戦前

の富国強兵，殖産興業のための臣民づくりの手段として国家の利益と一体とな

ってきた。そのために，地方財政の窮乏が国家g利益を損うことがないよう，

補助金制度によって地方財政にたいする国庫からの措置が拡大してきた。それ

は，個人の基本的人権と対抗する論理をもっているといえる。この立場から国

の財源措置がなされる場合には，国費負担を地方自治体や児童生徒の保護者に

転嫁して国民の利益に必要な最低限度におし下げる危険性をもっている。とく

にその危険が高くなるのは国庫の財政危機の時である。また，政治的，政策的

に教育内容を国家の利益に近づけ，あるいは国家の利益に必要な範囲に限定す

るような，安あがりの国家目的の追求がなされる危険をたえずはらんでいる。

　補助金に依存した義務教育財政の脆弱性は，財政面でつぎのような矛盾とな

ってあらわれる。

　第1に，行政主体たる自治体，文部省および大蔵省の三者間の関係では，国

庫を握る大蔵省の発言力が強く，行政主体たる地方自治体の独自な施策が常に
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制約されてくる。使途指定の補助金制度　般についていえることでもあるが，

年々の国庫補助金予算は，国庫の収支状況予測のなかで義務教育費総額がまず

決められ，補助対象，単価などがこれに合うように改訂されるため，現場の実

態を正確に反映しないことになる。全国の義務教育施設の実態を積みあげて必

要な整備計画を検討する立場にある文部省の予算要求とかけ離れたところで現
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
実の国庫補助基準と補助額が決められていく。こうして，義務教育施設が全体

として低位水準で画一化されていくことになる。

　第2に，補助金行政の財政的矛盾は，超過負担となってあらわ・れる。それ．

は，現実の事業量，事業費と補助基本額との間に単価差，数量差，対象差があ

り，それが地方自治体負担に転嫁されるのであるが，これは，国庫の都合が優

先されるためであり，それだけ地方自治体の一般財源充当率が高くなってしま

う。

　このような補助金政策の矛盾は，起債の面にも準超過負担となってあらわれ

てくる。したがって，国費と地方費の負担関係の実質は，たて前から離れて地

方負担強化の方向に傾いている。とりわけこの矛盾が鋭くあらわれるのは児童

生徒急増市町村においてであり，一定の補助率かさ上げがあるものの，深刻な

教室不足と財政難が生じている。

　義務教育に関する国費と地方費の負担関係については，当面，超過負担の解

消，必要なミニマムの全国的充足を保障する財政制度の確立という課題があ

る。これに対して，大蔵省が『歳出百科』で指摘している「今後の検討課題」

は，「今後の厳しい財政事情を見通した場合，‘教育について公費負担を行うべ

き範囲はどこまでか，また公費負担を行うとしても，国と地方公共団体の負担

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
区分をどう考えるかといった問題につき検討する必要があると思われます」

というものである。大蔵省のいう負担区分の再検討方向は，明らかに地方負担

強化の方向である。税源の再配分と財政調整の強化がなければ，地方負担強化

の方策は，教育行政水準の低下に行きつかざるをえないであろう。

（4）公費負担と受益者負担
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　公立小1中学校の財源負担は保護者の冬受益者負担、なしの全額公費負担が

原則である。これは，先述のように，すべての国民の教育を受ける権利を公的

に保障する立場から正当化される原則だといえよう。

　ところが，現実には，保護者負担や校区住民負担がまかり通っている。たと

えば，PTAが窓口となって一律の会費を徴収し，その中に設備，備品費を含

めておいて，現物で寄附をしたり，学校プールや屋内運動場の建設計画が地元

住民の負担を条件に進められたり，あるいは，教職員をPTA雇用としてその

負担とする例さえある。したがって，いわゆる受益者負担の実態は統計上はあ

らわれてこないが，かなりあるとみて間違いなかろう。

　さらに，教科書無償給与制度見直しの論調が財政危機の中で強まっている。

たとえば，『歳出百科』は，「現行g教科書無償給与制度は，昭和39年の最高

裁判決でものべられているように，必ずしも憲法上の要請ではなく，立法政策

の問題と考えられます。教科書無償給与制度のあり方については，従来から折

衝（地方負担導入，貸与制導入及び有償化についての折衝）が行われており，

今後とも検討を続ける必要があると思われます」とのべている。これは，直接

には社会資本整備費の負担問題ではないが，従来は無償であったこのナショナ

ル。ミニマムの分野を国庫の都合から有償化しようとする議論として注目され

るところである。

E　小　　結

　以上，杜会資本の事業主体とその資金調達の具体例を港湾施設，保育所，義

務教育施設についてみてきた。

　生産の杜会的　般的条件をなす杜会資本を代表させた港湾施設は，公共機関

の手で整備され，利用者が限定的で直接便益を特定しうるにもかかわらず受益

者負担を緩めて　般財源を充当する方向に進んでいる。

　杜会的共同消費手段の例として保育所を検討したが，行政主体が公・私にま

たがり，受益者負担的収入にも幅がある。ここでは，施設不足とサービス格差

の問題を解決するための事業主体と財源をいかに見つけだすかが重要な課題で
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あり，そのことと受益者負担的収入たる保育料とのかね合せが問題であった。

　義務教育施設については，その建設も運営も基本的には公共部門の手にあ

り，財源負担も基本的には公共資金でおこなわれている。しかし，国庫財政の

危機から，地方自治体への負担転嫁と児重生徒の保護者への負担転嫁が強まる

気配にある。

　これら杜会資本における事業主体と資金調達の様々な組合せとその変化を規

定する最も重要な今日的要素は，各々の杜会資本にたいする公共性の評価と財

政事情の2点だといってよいだろう。港湾事業が公共部門の事業となった歴史

的背景には，事業が大規模であることや資本回転率の運いことおよび港湾がそ

もそも地域施設として公共性をもっていたことなどがあげられようが，ここで

はこれ以上立ち入らない。

　公共性の評価という場合，そこには階級的な価値判断が入ってくる。たとえ

ば，独占利潤の源泉となっている港湾には高い公共性が与えられる一方，保育

施設の公共性評価度は現実の機能より低く抑えられ，この評価が一般財源の充

当と受益者負担的収入との比率に差異をつくりだしている。また，義務教育の

場合には，富国強兵，殖産興業にとっての国民皆教育をめさした段階では国家

にとっての公共性の高さが認められていたが，戦後，国民の教育権が前面に出

て真の公共性が制度的にも確立しつつあったけれども，近年ではこれに逆行す

る動きが生じている。

　一方，第2の要因である財政事情は，とくに国庫の収支状態が重視されて，

資金調達の方式ぱかりでなく事業主体にも変更が加えられている。財政事情と

いう点では，福祉や教育等の行政を推進するうえでもこれを考慮しなければな

らないことはいうまでもなかろう。しかし，今日重要なことは，財政事情を甚斗

酌して補助金等の国庫支出を切りつめる先が，独占的大企業の利益を直接的に

損ねない分野に集中してくること，及び軍事費増大の要請が強まるなかでその

傾向が加遠されているこξである。ここにも政策の階級的性格がはっきりあら

われている。

　このような財政政策の進展は，地域杜会レベルにおける諸杜会資本の統一性
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をひき裂き5有機的連関をもったバランスある杜会資本の配置を歪めてしま

う。補助金に依存せざるをえない杜会資本整備のメカニズムは，地方自治体を

して補助金のより多くつく杜会資本の建設へとかりたて，逆に地方自治体の一

般財源のもちだしが大きい杜会資本の整備は，その自治体の財政上の都合で遅

れがちとなる。地方自治体の首長にとっては，国庫補助金の多くつく事業の方

が，任期中あ業績を大きく見せることに役だつからである。さらに，一超遇負担

の存在は，国が杜会資本整備をコントロールするのに役だっている。というの

は，地方自治体の財政難が，超遇負担の大きい杜会資本整備事業に一般財源を

投入することに抑制作用を及ぼしているからである。

　こうして，地域杜会における杜会資本のアンバランスが促進される。そし

て，福祉。医療，教育。文化等の杜会資本の不足した部面で，民間資本の活動

の場がつくられ，ここが独占的大企業の投資の対象となってきている。公共部

門の地域杜会整傭計画との内的有機性をもたずに民間資本が利潤動機から受益

者負担を原則に利潤の大きい杜会資本のみを建設，運営していくことにな・れ

ば，杜会資本の地域的統一性は一層破壊されてしまうであろう。さきにのべ

た，港湾，保育所および義務教育施設をめぐる現行制度の実態は，その危険性

の大きいことを示すとともに，改めて，人間居住の総合的環境，共同杜会的条

件をつり合いをもって整備していくための杜会資本整備事業主体と財源制度の

確立の必要性を示しているといえる。

3　事業主体と資金調達論批判

　（1）杜会資本整備の近年の動向

　わが国の公共投資が国民所得にしめる割合は，1978年度に6．3％にのぼって

いる。これは，アメリカ1．6％，フランス3．1％，西ドイツ3．2％，イギリス3．5

％（各国とも1977暦年）と比べ2～4倍の局率である。わが国の公共投資比率

がとくに高いのは，高度経済成長型の産業基盤むけ公共投資が依然つつけられ

ているうえ，整備が遅れていた生活基盤の充実が放置しえなくなるとともに，
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高度成長のなかで激化した都市問題や農村問題への対処のための杜会資本整備

の必要性が増大したこと，また，不況対策として公共投資が用いられているこ

となどによるものである。

　公共投資による杜会資本整備は，その内容構成を共同消費手段を重視する方

向に組み替えていくとしても，金額的なウェイトの高さを大幅に低下させるこ

とは難しいと思われる。政府の公共投資計画は，昭和54年8月策定のr新経済

杜会7カ年計画」にもられているが，これによると，54年度～60年度に240兆

円（57年価格）を必要とするとされている。

　ところが，今日の財政危機は，国と地方自治体をまき込んで進展している。

経済審議会企画委員会の「昭和60年度経済の暫定試算」（昭和55年1月25日発

表）によると，国債残高は，昭和54年度末の59兆円から60年度には132兆円に

なる。国債費は年平均伸率18．8％で60年度には12兆円を超え，予算規模の17．O

％となる予測をたてている。しかも，この予測は，租税負担率を昭和55年度の

21．8％から26．5％程度に5．7％引きあげることを前提にした試算である。一方，

地方自治体の財政状況をみると，地方債の割合も公債費比率も高まってきてお

り，54年度4兆円余，55年度2兆円余の財源不足を生じ，この補てんのために

地方父付税原資の借入れ，地方債の増発という借入金による特別措置が講じら

れている。これら借入金残高の累増は，地方財政の将来に巨額の償還義務の負

担をおわせている。

　これに対する政府の財政再建案は，（1）付加価値税をはじめとする大衆課税の

強化，（2）行政コストを明らかにして受益と負担の関係を強める，（3）行政の守備

範囲を明確にした公私両部門の再配分，（4）行政機構の簡素合理化，事務事業の

見直し，定員管理の適正化などを柱としている。

　杜会資本の整備に関しても，この大枠がかけられている。上記再建案の柱の

うち，（1）の付加価値税は国民のコンセンサスが得られずその導入が延期されで

いるし・（4）の行政改革は，’財政危機を利用して地方自治体一レベルで一定進めら

れたが中央省庁では各省庁の官僚機構の反対が強くかけ声に終っている。した

がって，杜会資本整備について政府の具体的対策は，実現性の強い方策にしぼ
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られてこざるをえない。その方策は，つぎの3点であるといってよい。

　（1）杜会資本の整傭は，政府にとり必要度の高いものに限定する。

　（2）国庫の負担割合を下げて地方負担を強める。

　（3）受益者負担的収入を強化する。

　この方策は，大蔵省の『歳出百科』につぎのようにのべられている。

　「杜会資本整備については，国民の要請も強く，今後とも，経済情勢，財政

事業等を勘案しながら推進していく必要がありますが，今後，杜会資本整備に

充て得る財源は，厳しく制約されざるを得ないので，公共投資の重点化，効率

化を一層図るとともに，限られた財源を有効に活用するため，国庫負担割合の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
見直し，受益者負担の導入等を進める必要があります。」

　また，「新経済杜会7カ年計画」策定後わずか1年にして，この計画の全面

改訂の動きが政府内にあらわれた。その原因は，240兆円の財源見込みがたた

ないことにあった。1年間で計画を全面的に見直すことには政府の面子の問題

もあってできず，下水道整傭事業計画を遅らせることに落ついた。つまり，公

共投資の重点化であり，下水道以外の事業に資金を重点的にふりむけるという

実質的な改訂をおこなったのである。これは，上記（1）の方策の具体的あらわれ

であり，政府にとって「必要度の高い」杜会資本に公共投資を集中していく方

策であることは明らかである。

　このような議論を系統だててきた2つの書物がある。それは，日本都市セン

ターの『新しい都市経営の方向』と大蔵省主計局編『歳出百科』である。その

検討をおこなおう。

　（2）　「新しい都市経営の方向』の提案

　本書は，杜会資本の建設と管理について，いくつかの方向を提案している

が，重要な点のみとりあげよう。

　第1に，現在の最重点課題の1つが減量経営であるとの認識にたって，r行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
政の滅量についての最大のポイントは人件費である」とのべている。そして，

地方公務員の給与の高さだけでなく，「そのミ頭数、の増えることの危険性」
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に対応しなければならないのであって，．「あえて公務員を増員して配置するの

ではなく，たとえば全市的な会館とかスボーツ施設などは，パートとか民間委

託に，また，コミュニティ施設ならぱ，なるべく住民の自主管理に委ねるとい

う方向である。また，幼稚園や保育所についても，園児に対するサーヒス面で

ほとんど差がないとすれば，コストの低い民営をなるべく考えて行くというこ

とである。このように，行政に’原価意識、を導入し，その視点から今後のあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1Φ
り方を考えて行く必要がある」とのべている。

　この主張の背景として，今次財政危機の初頭，革新自治体に対して集中攻撃

をかけ，’福祉のやりすぎ、と国家公務員より高い給与を抑えた’実績、と，

建設を必要とする杜会資本の重点が，管理費（とくに人件費）のほとんどかか

らない道路，街路，河川，区画整理から，コミュニティ，文化，スポーツ施設

など多額の緯持管理費（人件費）を要する杜会資本に移行せざるをえなくなっ

たことがあげられよう。

　こうして，杜会資本の私公両部門間の再配分を，維持管理の民間移行による

人件費抑制の方向ですすめる提案をおこなっているのである。この提起は，

「行政の守傭範囲」論の一環でありその延長である。同書は，「現在混乱して

いるr行政と市民との役割分担』のあり方を改めて見直す必要がある」とし

て，「行政サーピスの限界」，「公私の機能の分担」から，「例個人や家庭あ

るいは，企業や地域で解決されるべき分野，け）行政が公費で受けもつべき分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
野，これら両者との限界を改めて問い直す」主張を展開している。

　第2に，「行政サービスの受益と負担の結びつき」を強調し，受益者負担的

収入による杜会資本の整備と維持管理の方向をうちだしている。この提起は，

使用料負担の適正化論に進み，r原価との対応で使用料を考える論議を」とよ
　　　　　ω
びかけている。

　同書は，現状について，「わが国の場合は，サービス要求だけが限りなく行

政に持ち込まれ，その負担についての認識はほとんどない。足りないのは，国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1副
から貰えぱよいという無責任な認識となっている」として，使途を明確にした

超過課税を提案したあと，使用料を取上げ，サービスの原価が明らかにされず
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に使用料の改訂はその上げ幅に関心が集中してしまっているので，保育料や下

水道等についても，そのコストと使用料（公共料金）を明示した議論をすべき

だとしている。さらに，原価のうちどの程度までを使用料として負担を求める

かの基準について，国が全国的な指針をだすこと，および自治体の公共料金に

物価スライド制導入の検討を提案している。

　（3）　『歳出百科』の提案

　『新しい都市経営の方向』が地方行財政にたいする提案であったとすれば，

大蔵省の『歳出百科』は，国の行財政に関する提案である。

　『歳出百科』の提案の前提になっているのは，つぎの2つの認識である。1

つは・戦後・杜会資本の整備を国の最重要課題の1つとして巨額の財政資金を

投入してきた結果，杜会資本整備の水準は著しく向上し，相当の水準に達した

という認識であり，もう1つは，わが国の財政が赤字公債を含む巨額の公債発

行に依存する異常な状態にあり，今後の経済の安定をはかるためにも，このよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱うな状態からの早期脱却が急務であるとの判断である。

　『歳出百科』が杜会資本整備についてどのような方向を示しているかは，さ

きの引用文からも明らかである。すなわち，（イ）公共投資の重点化，効率化を一

層図る，（口）国庫負担割合の見直し，い受益者負担の導入が柱となっている。同

書が杜会資本の範囲壽に入れているのは，文脈からみて道路，空港，下水道，住

宅，国土保全（治山治水等），農業基盤，工業用水その他であって，文教施設，

福祉施設などは入っていないようであるが，提案の基本がそれによって，変わ

るわけではないといってよかろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
　ここでの具体的な提案として，つぎの点がだされている。

　①道路財源（揮発油税と石油ガス税，自動車重量税の80％相当額）の使途の

検討をする，

　②空港整備事業は公共事業のなかでは特定の者の利用に供する度合の最も高

いものであるから，利用者，受益者の負担協力を強める方向で検討する。

　⑧下水道のうち家庭汚水の処理施設は利用者が特定されており，しかも利用
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者は水質汚濁の原因者であるので，利用者負担のあり方を検討する。

　④住宅については，住宅総数が世帯数をかなり上回り量的問題は解消されて

きたので，住宅対策の中で国が果すべき役割を検討する、

　以上の4事業については，いずれも「検討する」というあいまいな表現にな

っているが，受益者負担を強め，国の財政責任を回避する方向であることは明

らかである。

　な払地方財政についても国庫防衛的見地からつぎのように言及されてい

る。

　「国も巨額の特例公債を発行しているという異常な財政状況の下にあり，交

付税率を引き上げて，現行の国の財源を地方に移譲する余裕はないのが実情で

す。」「国も地方もそれぞれの自己努力によって当面の財源難をのりこえる必

要があり・地方の財源不足については，基本的に建設地方債の発行，交付税特

別会計の借入れ等によって対処するべきであると思われます。」「地方財政につ

いても一層徹底した節滅合理化が必要です。地方団体の中には定員の管理，給

与水準等について種々め問題を有しているものもあり，その改善が望まれてい
　㈹
ますよ」

　地方財政対策の項に至ると，r歳出百科』はr新しい都市経営の方向』にほ

とんど一致した見解となり，逆に，後者は，前者の国庫優先の考え方を前提

に，その枠内で発想されたものであることも明らかとなる。

　（4）2つの主張の検討

　第1に，両書とも，発想の出発点は財政危機，とりわけ国庫の危機である。

そのため・国民の福祉を増進させていく視点が貧困となり，先述のように国庫

の防衛が前面に躍り出ている。

　その必然的結果として，これまで財政資金を投入して一定の充実をはかって

きた広義の福祉分野の行政をいかに削減して民間にまわせるかという発想が性

急な形であら・われてくる。そのため，わが国の杜会資本の整備水準をストック

としてみた場合，とくに共同消費施設が他の先進資本主義諸国の水準を下まわ

っているうえに・高度成長期の人口と経済活動の大都市圏への地域的な大移動
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によってその需要が拡大していること等の特殊性が見落されて，議論が杜会資

本の建設費と維持管理費のコストと負担の直接的関係に還元されていく誤りが

生じている。

　第2に，両書に共通する特徴は，歴史的な行政事務配分論，財源配分論につ

いての総括をおこなっていないことである。

　戦後，行政事務配分に関して最初に　般的原則を示したのは，シャウプ使節

団の勧告（昭和24年8月）である。シャウプ勧告は，当時の事務分掌は，①

行政処理責任の不明確さ，②租税と行政との関係の理解が不可能，⑧中央政府

の関与による地方自治の損壊，④有効かつ能率的な行政事務遂行体制でないこ

と，の理由から地方自治と地方的責任にとって有害だとのべ，第1に行政責任

明確化の原則，第2に能率の原則，第3に地方公共団体優先および市町村優先

の原則を　般的原則として提起した。ついで，地方行政調査委員会議の「行政

事務再配分に関する勧告」　（神戸勧告，昭和25年12月）が，シャウプ勧告の3

原則を　般的指針として，国と府県，市町村の間の事務再配分案を示した。

　これらの勧告は，補助金整理を国が行なわず，またその後のいわゆる逆コー

スの申で実現されずに終ってしまった。今目では，勧告後の日本経済の変化を

ふまえて，府県の役割の点などを新しい事態に即応させる点など検討すべき課

題も新しく生れているが，これら2つの勧告に示されている明確な原則は，今

日もなおふまえるべきものと考えられる。いずれにしても，今回の両提案はと

もに抜本的な改革というには程遠いものであり，今後，地方自治体の方から，

歴史的な改革案とこれに対する総括をふまえて本格的な改革案の提起がなされ

る必要がある。

　第3に，このことと関って，両提案は体系性に欠けている。たとえばr歳出

百科』の場合，国債依存体質からの脱却にむけて歳出の徹底した合理化。効率

化を進めるための財政当局の立場からみた問題点や考え方を説明したものだと

　　　　　㈹
されているが，その限りでしかない。したがって，現在の財政危機の原因とこ

れに対する解決案もr合理化・効率化」のみしか示されていない。このこと

は，『歳出百科』に即した財政運営をおこなっても財政危機を克服できないと
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いうことでもある。

　第4に，行政主体，とくに杜会資本の整備主体と緯持管理主体について，神

戸勧告のような3段階の統治機関の間における責任の明確化を提案しているわ

けではない。『新しい都市経営の方向』は，機関委任事務について，これによ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（181
り「都市がイニシアティブを発揮できる余地が，次第に狭まってきている」と

指摘しているが，これが地方自治にとって根本的問題だとの認識は避けてい

る。そして，その改革案として「国，県から都市白治体への大幅な権限委譲」

を主張しているが，その内容をみても機関委任事務の廃止を主張したものとは

解釈できない。

　第5に，財源負担については，これが今回の提案の動機でもあるので，はじ

めから結論がだされていて，結論からさかのぼって財政の現状や地方白治論が

構成されていると言ってもよい。その結論とは，大蔵省は，国の負担回避であ

り，自治省は，住民負担の強化である。これが，まじめな検討に値しないこと

は言うまでもなかろう。

4’「計画化」原理の導入と市場メカニズムの利用

　戦後第2回目の深刻な財政危機がはじまった1970年代後半以降，使用料・手

数料，あるいは受益者負担金の徴収問題は，とくに財政当局から，財政収入の

拡大手段として，また，いわゆる「行政守備範囲」論による公的福祉の削減の

ための手段として注目されるようになった。

　たとえば，地方制度調査会第17次答申は，r社会福祉施策は多大の財源を要

する分野であるばかりでなく，一度選択して実行に移した施策は長期にわたっ

て継続し，その水準を引き下げることが困難な性格をもつものであり，これが

財政硬直化の一要因となることである」として，財源を国に期待せず，住民負

担の強化か既定経費の振替によって財源調達するべきだとのべている。また，

政府の「地方財政計画策定方針」においても，財源充実策の一環として「使用

料。手数料の適正化」が近年とみに強調されるようになった。この理論化を試
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みたのが，さきにみたr新しい都市経営の方向』のr行政サービスの受益と負

担」論である。さらに，r行政守傭範囲」論をもとに，使用料。手数料の引き

上げによって福祉需要をコントロールする研究が，地方自治研究資料センター
　　　　　　　㈹
等でなされてきた。

　また，公共経済学の方法論にたって，税負担配分のあり方を租税と利用者負

担の問題から論じた山本栄一氏は，公共財を〔I〕便益のうち全部または大半

が間接便益である公共財と〔1皿〕便益のうちかなりの直接便益をもたらす公共

財に分けて負担配分のあり方を整理し、後者の公共財については，公平と効率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僅o〕
の見地から利用者負担を積極的におこなうべきだとの提案をおこなっている。

氏は，「〔■〕のような公共財は，家計や企業に直接便益が帰着することを根

拠に，……利用者の負担が納得されやすいこともあって，公共財供給の費用の

一部ないし全部を，目的税（応益的な），使用料・手数料，あるいは独立採算

制における料金として徴収することが可能となり，そのことゲより負担の公平

と経済の効率へと導くために，できる限り積極的に活用すべきであると結論し

うる。」とのべ，「間接便益の大きさがそれ程大きくないと判断されるなら，
　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
全面的に利用者負担に頼ってもよい」としている。ただ，氏の場合には，rサ

ーヒス価値原則（va1ue　of　serv1ce　prmc1p1e）」によって，業務用と家庭用と

いった利用者の主体の相異にともない享受する価値がちがう点を考慮にとり入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
れ，用途別の負担差をもうける必要があるという一定の制約を課しているが，

直接便益が認められるものには使用者負担（受益者負担）をr積極的に活用す

べきである」との結論に変わりはない。

　たしかに，個々の杜会資本ないしサービスについてジ直接便益と間接便益を

明確にし，これとの関係で財源を租税と使用者負担（受益者負担）にどのよう

に合理的に求めうるかを明らかにすることは，必要な作業である。しかし，こ

のような技術の開発と精綴化には，1つの価値判断をもった政策方向が前提さ

れなければならない。政策方向を明確にしないままの精激化は，その意図にか

かわりなく，その適用において使用者負担のみを強め，資源配分を国民福祉に

反する方向に導かないとも限らないからである。とくに，個々の杜会資本（な
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いし財・サービス）ごとにその便益を直接便益と間接便益に分けて，直接便益

にたいし使用者負担原則を「できる限り積極的に活用」するならば，たとえ杜

会資本の性格によって福祉性，公益性を個々に加味するとしても，それだけで

は資源配分の適正化を保障しうるものとはならないであろう。

　杜会資本は孤立的に存在しているのではなく，各々は一杜会の構成要素とし

て相互に関連しあいながら1つの地域杜会（コミュニティから国土規模に至

る）の共同杜会的条件を形成しているのである。したがって，各々の受益者負

担が地域杜会に与えるであろう個別的影響の総合的効果が間題とされなければ

ならない。

　戦時の局度成長の時代が終りをつげた今日，この時代がつくりだした都市問

題や農村問題，資源・環境問題，食料問題，あるいは国土利用のゆがみを，国

民福祉と国民経済再建の方向に転換していかなけれぱならない。局度成長期に

は，国民所得の拡大のために，道路，港湾，工業用地。用水道など生産関連の

杜会資本の優先的充実が政策の基本方向となってきたが，それが誤りであった

ことは，今や杜会的合意をえつつあるといってよい。では，それにかわる新し

い杜会資本整備の政策方向として，何が必要か。

　結論から言えば，都留重人氏のいうじとく，「国の政策に具体的な価値判断
　　　鯛）

を導入」し，「福祉目標を体系化し，その実現のために国の経済運営に『計画
　　　　　　　　　㈱
化』原理を導入する」ことがまず必要であり，この『計画化』原理の導入によ

　　　　　　　　　鯛
って，共同杜会的条件を再構築し，その維持をはかることである。

　この共同杜会的条件の維持は，国家によるブルジョア杜会の経済的総括の内

容の1つをなすものであるが，資本主義杜会の発展とともに，各々の杜会的条

件の性質と資本蓄積の法則の規定をうけて，共同杜会的条件を構成する2要因

一杜会的生産の　般的条件と杜会的生活の共同的条件一は分裂し，対立させら

れ・その対立のなかで杜会的生活の共同的条件の整備の遅延，削減が生じてく

る6

　資本主義杜会におけるこの2要因の分裂と対立は，現在の資本主義経済体制

の問題性であり，この対立の止揚による共同杜会的条件の回復が新たな課題と
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なる。共同杜会的条件の回復には，その性質上，空間概念が必要であり，地域
　　　　　　　　　　　㈱
という視点が重要となる。

　現在の問題状況をみると，都市，とくに大都市圏では，効外住宅地を中心と

した杜会的共同消費手段の深刻な不足の一方で，都心部人口の減少により，都

心部に共同消費手段の相対的r過剰」現象があらわれている。また，高度成長

期を通じて集申・集積した臨海部の重化学コンビナート企業や都心の中枢管理

機能は，産業用の杜会資本を公共部門に整備させてこれを占有するぱかりでな

く，在来産業と住民の共同杜会的条件であった道路や港湾をも特定企業の占有

物にかえて在来産業や住民を杜会資本の便益享受から排除している。しかも，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑫η
両者間の産業的連関はほとんどなく対立をつくりだしている。こうして，大都

市圏におけるかつての共同杜会的条件は崩れてきている。

　一方，農村地域においては，高度成長期に，かつての基幹産業・農業が生業

としてなりたたなくなり，若年労働力が流出し，いわゆる遇疎化が進行した。

農家の兼業化（賃労働者化）と流出は，農業の共同作業を困難にし，道路，用

水路，共同作業場などの生産の一般的条件（それは同時に，旧村落民の生活の

ための共同手段でもあった）の共同的維持をむつかしくしている。このこと

は，農村地域を特徴づける分散の不利益を増幅し，時として，旧村落の共同杜

会そのものの崩壊までもたらすことになった。

　今日，都市と農村で進行しているこのような問題を視野に入れるとき，地域

経済杜会の再建のために，その共同杜会的条件である杜会資本を，それぞれの

地域の特殊性に応じて，いかに統一的，有機的に整備し，国民（地域庄民）の

経済活動と生活を守るのかが重要な課題となっている。生活関連の杜会資本の

遅れをとりもどすことがその重要な課題の1つとなることはいうまでもない

が，これにとどまるものではない。産業関連の杜会資本も，それが，現状では

特定の地域独占企業に占有されていることが問題であって，これを文字通り杜

会的　般労働手段として復位させ，中小企業をはじめたとした地域産業の共同

的利用が可能となるよう，その共同性を回復することが課題となる。

　この地域経済杜会の再建，そのための共同杜会的条件の再構築は，価値判断
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を伴う政策方向を明確にした「計画化」原理の導入なしには達成できないし，

この事業主体となりうるのは地方自治体であり，地方自治体，基本的には市町

村レヘルが事業主体として行政責任をもって地域的に杜会賢本の斉合性と有機

性を確保していく主体となる必要がある。そのためには，中央政府による個別

事業ことの機関委任といった現在の事務配分を根本的に改めなければならな

い。また，公的資金の負担責任についても，本稿第2節の港湾，保育所，義務

教育施設でみたような責任の分散は，補助金や起債を通じての申央統制による

杜会資本の地域的有機性の欠落を生みだすものであり，行政責任をもつ行政レ

ベルに税源の再配分と財政調整によって財源を配分しなければならない。

　杜会資本の整備と緯持管理をすべて公共部門と租税に求めることは，「計画

化」を公共部門の意思通りにすすめる最も手近な方法のようにみえるが，そ

の則源わくには隈界（もっとも負担率で可変な相対的な面をもつが）があり，

また，杜会資本がまだ需要を満しえない過渡期には，その便益を享受する者と

しない者との間に不公平をつくりだす。したがって，資金の点からも公平の原

則の点からも，一部は市場機構に頼ることが必要となる。市場機構をr計画

化」原理の推進に活用するということは，たとえば福祉目標の達成に，事業

主体として民間資本と資金を活用し，また，公共的サービスに価格メカニズム

を一部活用することである。

　利潤を動機として行動する私企業に福祉目標にそった投資と営業活動をおこ

なわせるために，必要な規制と誘導をかけるが，相応の利潤は保障することに

なる。これは資本主義制度であれば当然のことである。問題は，規制と誘導の

具体的方法である。さきにみた港湾事業など営業用の杜会資本は，公共的コン

トロールをかけて民間資本の共同事業にすることも考えられるし，完全な受益

者負担として価格メカニズムを活用することも可能である。また，サービスの

対価としての収入のうち，どこまでを市場機構による料金等受益者負担的収入

により，どこまでを租税による負担とするかについては，直接的受益のみから

判定することはできず，政策の価値判断が最も入り込むところといえる。だ

が。行政責任と財源を明確にし，杜会資本の建設段階から住民の意思で決定す
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る民主主義的自治が保障されていれば，その則源も一般財源と受益者負担のか

ね合せを／主民の意思で決めていくことが可能となろう。
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